
別紙１－１
【関税法基本通達（昭和47年３月１日蔵関第100号）】

[計算例]

（品名） （ＣＩＦ価格） （関税率） （消費税額） （地方消費税率） （地方消費税額）

① 円 7.8%　（標準税率対象物品）

円 × ＝ 円 （端数処理前）

円 （端数処理後）

（消費税課税標準額）

円 円 × ＝ 円 （端数処理前）

円 （端数処理後）

（地方消費税課税標準額）

円 ×  22 ÷ 78 ＝ 円 （円位未満切り捨て）

② 円

円 × ＝ 円 （端数処理前）

円 （端数処理後）

（消費税課税標準額）

円 円 × ＝ 円 （端数処理前）

円 （端数処理後）

（地方消費税課税標準額）

円 ×  22 ÷ 78 ＝ 円 （円位未満切り捨て）

（消費税額） 円 ← 円

（地方消費税額） 円 ← 円

（納付する消費税及び地方消費税額） 円

Ｅ 534,795 14%

609,495 609,000 47,502

（関税相当額） （消費税率）

22/78

534,000 0.14 74,760

74,700

0.078

47,500

47,500 13,397

Ｆ 123,258 14% 22/786.24%　（軽減税率対象物品）

123,000 0.14 17,220

17,200

140,458 140,000

15,800 15,850

72,000

0.0624 8,736

8,700

8,700 2,453

56,200 56,238


